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「

定
の
合
併
協
議
会
」
へ
の
道
が
切
り
開

か
れ
ま
し
た
。

合
併
協
定
書
の
締
結
へ
向
け
て

　

平
成　

年　

月
１
日
、「
今
市
市
・
足
尾
町
・

１５

１０

藤
原
町
・
栗
山
村
合
併
協
議
会
」
が
設
置
さ

れ
ま
し
た
。　

月　

日
の
第
１
回
合
併
協
議

１０

１７

会
を
皮
切
り
に
、
４
市
町
村
に
よ
る
合
併
協

議
が
行
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　
　

月
７
日
、
日
光
市
で
は
合
併
に
つ
い
て

１２
の
意
思
を
問
う
住
民
投
票
が
行
わ
れ
、
５
市

町
村
の
合
併
が
支
持
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結

果
を
受
け
て
、
翌
８
日
、
日
光
市
長
か
ら
合

併
協
議
会
へ
の
参
加
の
申
し
入
れ
が
あ
り
ま

し
た
。　

日
の
市
町
村
長
会
議
で
日
光
市
の

１１

協
議
会
加
入
を
承
認
。　

日
に
は
「
第
５
回

２５

日
光
地
区
合
併
協
議
会
」
と
し
て
協
議
会
の

名
称
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

合
併
協
議
は
順
調
に
推
移
し
ま
し
た
が
、

議
会
制
度
に
つ
い
て
は
大
き
な
意
見
の
隔
た

り
が
あ
り
ま
し
た
。
議
員
定
数
な
ど
を
め
ぐ

り
、
二
度
に
わ
た
っ
て
原
案
が
否
決
さ
れ
る

と
い
う
事
態
に
、
市
町
村
長
は
精
力
的
に
会

議
を
行
い
、
打
開
の
道
を
探
り
ま
し
た
。
最

終
的
に
は
、
平
成　

年　

月　

日
の
合
併
協

１６

１０

２８

議
会
で
原
案
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成　

年
７
月
か
ら
８
月
に
か
け

１６

て
、
合
併
協
議
の
内
容
を
住
民
に
周
知
し
、

そ
れ
に
関
す
る
意
見
や
要
望
な
ど
を
把
握
す

る
た
め
に
、
各
市
町
村
で
住
民
説
明
会
を
開

催
し
ま
し
た
。
こ
の
説
明
会
は　

会
場
で
行

４７

わ
れ
、１
、
４
０
９
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
以

後
、
新
市
建
設
計
画
の
策
定
や
合
併
協
定
書

の
確
認
な
ど
、　

回
も
の
協
議
が
行
わ
れ
、

２１

特
例
法
の
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
が

迫
る
中　

動
き
始
め
た
大
合
併

合
併
協
議
の
軌
跡
（
市
町
村
名
は
当
時
の
も
の
）

平
成　

年　

月　

日

１４

１２

２７

平
成　

年
１
月
９
日

１５

　
　
　
　

２
月　

日
１７

　
　
　
　

４
月
８
日

　
　
　
　

６
月　

日
１０

　
　
　
　

６
月　

日
１７

　
　
　
　

６
月　

日
２３

　
　
　
　

７
月　

日
１６

　
　
　
　

７
月　

日
１８

　
　
　
　

７
月　

日
２２

　
　
　
　

７
月　

日
２８

　
　
　
　

９
月
９
日

５
市
町
村
を
対
象
と
し
た
合
併
協
議
会
の
設
置
を
求

め
る
住
民
発
議
①（
今
市
市
）

①
に
つ
い
て
、
今
市
市
長
が
関
係
市
町
村
長
に
意
見

照
会

５
市
町
村
長
の
合
意
の
下
、
任
意
合
併
協
議
会
設
置

①
に
つ
い
て
関
係
市
町
村
長
か
ら
今
市
市
長
へ
議
会

に
付
議
す
る
旨
の
回
答

①
に
つ
い
て
５
市
町
村
議
会
に
付
議
。
栗
山
村
否
決

日
光
市
・
足
尾
町
を
対
象
と
し
た
合
併
協
議
会
の
設

置
を
求
め
る
住
民
発
議
②（
日
光
市
）

②
に
つ
い
て
日
光
市
長
が
足
尾
町
長
に
意
見
照
会

②
に
つ
い
て
足
尾
町
長
か
ら
日
光
市
長
に
対
し
議
会

に
付
議
し
な
い
旨
の
回
答

合
併
協
議
会
設
置
議
案
の
否
決
を
受
け
、
任
意
合
併

協
議
会
解
散

日
光
地
区
合
併
推
進
協
議
会
設
置

日
光
市
、
今
市
市
、
藤
原
町
、
足
尾
町
を
対
象
と
し

た
合
併
協
議
会
の
設
置
を
求
め
る
住
民
発
議
③
（
足

尾
町
）

③
に
つ
い
て
足
尾
町
長
が
関
係
市
町
長
に
対
し
意
見

照
会

③
に
つ
い
て
関
係
市
町
長
か
ら
議
会
に
付
議
し
な
い

旨
の
回
答

今市市民5人による住民発

議。平成１１年の法改正によ

り、有権者の５０分の１以上

の署名を集めることで、住

民から合併協議会の設置を

請求できるようになった。

ここから協議が動き始めた。

新市の名称決定

応募総数2,046件、479種類

の名称の中から「日光市」

が選ばれた。

　　　法定合併協議会設置

当初は４市町村でのスター

ト。その後、住民投票を経

て日光市が参加し、最終的

な体制が整った。


